
精神科慢性期医療の充実 

  精神科救急医療体制の確保への協力及び重症者を受入れている病棟の
評価を行い、より質の高い精神医療の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  退院支援のための部署を設置し、退院調整を行った場合の評価を新設し、

早期退院を推進する。 
 

     (新)  退院調整加算     ５００点（退院時１回） 

精神療養病棟入院料の見直し 

精神療養病棟入院料 

重症者加算（１日につき）  ４０点 
  〔算定要件〕 

当該患者のGAF尺度による判定が40
以下であること。 

精神療養病棟入院料 

（新）  重症者加算１（1日につき）   ６０点 
  〔算定要件〕 

精神科救急医療体制の確保に協力してい
る保険医療機関であって、当該患者のGAF
尺度による判定が30以下であること。 

（改）  重症者加算２（1日につき）     ３０点 
  〔算定要件〕 

当該患者のGAF尺度による判定が40以下で
あること。 

【現行】 【改定後】 
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 精神科救急医療体制の確保に協力を行っている精神保健指定医等の評価を引き上
げ、地域に移行した患者への医療提供体制の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 抗精神病薬を服用中の患者に対して、副作用の重症度評価を行った場合について評

価を新設する。 
 

（新） 特定薬剤副作用評価加算 ２５点（月１回） 
 

［算定要件］ 

 「通院・在宅精神療法２の３０分以上行う場合（４００点）」に、抗精神病薬を服用している
患者について、薬原性錐体外路症状評価尺度（ＤＩＥＰＳＳ）を用いて副作用の重症度評価
行った場合に算定する。 

通院・在宅精神療法１（１回につき） 
５００点 

初診の日において精神保健指定医等が通
院・在宅精神療法を行った場合   

（改）通院・在宅精神療法１（１回につき） 
７００点 

初診の日において精神科救急医療体制の確保
に協力等を行っている精神保健指定医等が通
院・在宅精神療法を行った場合  

通院・在宅精神療法の見直し① 

地域における精神医療の評価① 

【現行】 【改定後】 
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 児童精神の精神科通院治療について、２０歳未満加算の要件の見直
しを行う。 
 
（改） 通院・在宅精神療法 ２０歳未満加算 ２００点（１回につき） 

 

〔現行の算定要件〕 

 ２０歳未満の患者に対して通院・在宅精
神療法を行った場合（初診の日から起算
して１年以内）。 

通院・在宅精神療法の見直し② 

〔改定後の算定要件〕 

 ２０歳未満の患者に対して通院・在宅
精神療法を行った場合（初診の日から
起算して１年以内（児童・思春期精神科
入院医療管理料に係る届出を行った医
療機関において、１６歳未満の患者に
対して行った場合は２年以内））。 

地域における精神医療の評価② 
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